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  【
対
　
象
】 

　
次
の
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。 

①
事
業
を
し
て
い
る
人
 

②
地
代
や
家
賃
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人
 

③
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
人
 

④
給
与
収
入
が
2
0
0
0
万
円
を
超
え
る
人
 

⑤
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
る
人
 

⑥
給
与
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
に
、
農
業
や

年
金
な
ど
の
所
得
が
２０
万
円
を
超
え
る
人
 

⑦
受
給
年
金
で
所
得
税
が
天
引
き
さ
れ
て
い

る
人
 

⑧
中
途
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い

な
い
人
 

⑨
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
な
ど
を
受
け
た
い
人
 

⑩
合
計
所
得
が
３８
万
円
を
超
え
る
人
 

  ○
医
療
費
控
除
が
あ
る
人
は
、
誰
が
ど
の
病

院
で
、
い
く
ら
掛
か
っ
た
か
を
、
事
前
に

計
算
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
 

○
農
業
の
収
入
と
経
費
の
収
支
計
算
に
は
、

整
理
し
や
す
い
『
収
支
計
算
準
備
表
』
を
、

申
告
会
場
ま
た
は
税
務
課
窓
口
に
備
え
て

お
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
 

【
注
　
意
】 

　
次
の
場
合
は
、
大
野
税
務
署
で
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。 

■
青
色
申
告
　
　
　
■
繰
越
控
除
 

■
雑
損
控
除
　
　
　
■
山
林
所
得
 

■
営
業
所
得
 

■
株
式
や
不
動
産
の
譲
渡
所
得
 

■
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
１
年
目
の
人
 

■
消
費
税
の
申
告
 

  　
年
金
保
険
者
か
ら
、
は
が
き
で
郵
送
さ
れ

る
『
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
』
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
６５
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
を
対
象

に
、
次
の
日
程
で
大
野
税
務
署
主
催
の
【
年

金
受
給
者
の
申
告
説
明
会
】
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

と
　
き
▼
2
月
9
日（
火
）、
１０
日（
水
）
 

　
　
　
　
午
前
9
時
〜
午
後
4
時
 

と
こ
ろ
▼
教
育
会
館
3
階
第
１
研
修
室
 

確
定
申
告
受
付
は
、平
日
の 

◎
休
日
受
付
は
3
月
7
日
（
日
）
 

2
月
１６
日
（
火
）
〜
3
月
１５
日
（
月
）
 

2
月
１６
日
（
火
）
〜
3
月
１５
日
（
月
）
 

2
月
１６
日
（
火
）
〜
3
月
１５
日
（
月
）
 

確定申告 確定申告 確定申告 確定申告 

所
得
税
の
確
定
申
告 

　
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
申
告
内
容
に
よ
り

次
の
も
の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。 

　
１
月
１
日
に
勝
山
市
で
生
活
し
、
前
年

中
に
収
入
が
あ
っ
た
人
は
、
市
・
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
次
の
人

は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
人
と
、

そ
の
扶
養
親
族
 

②
給
与
収
入
の
み
の
人
で
給
与
支
払
い
報

告
書
が
勤
務
先
か
ら
提
出
済
み
の
人
と
、

そ
の
扶
養
親
族
 

　
申
告
が
必
要
か
ど
う
か
次
の
流
れ
図
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

　
申
告
会
場
に
住
基
カ
ー
ド
を
持
参
い
た
だ

け
れ
ば
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
申
告
）
が
で
き
ま
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
所
得
税
の
申
告
を

す
る
と
、 

●
最
高
5
0
0
0
円
の
税
額
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
平
成
１９
年
分
ま
た
は

平
成
２０
年
分
で
控
除
を
受
け
た
か
た
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
） 

●
添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を
省
略
で

き
ま
す
（
源
泉
徴
収
票
や
医
療
費
の
領
収

書
な
ど
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信
し

ま
す
） 

●
還
付
金
を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
還
付
申

告
は
早
期
処
理
さ
れ
ま
す
） 

　
所
得
税
が
還
付
に
な
る
場
合
、
本
人
名
義

の
口
座
（
金
融
機
関
名
、
口
座
番
号
）
が
分

か
る
と
便
利
で
す
。 

　
こ
れ
以
外
の
所
得
や
控
除
に
必
要
な
書
類

な
ど
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。 

申
告
時
の
お
願
い 

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ 

・
上
場
株
式
等
の
配
当
支
払
通
知
書
、

特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
 

・
給
与
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票
原
本
 

・
事
業
所
得
（
営
業
、
農
業
な
ど
）
が

あ
る
人
は
、
収
支
内
訳
書
 

・
生
命
保
険
や
地
震
（
旧
長
期
損
害
）

保
険
料
の
控
除
証
明
書
 

・
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
場
合
、
平

成
２１
年
中
に
支
払
分
の
領
収
書
 

・
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
 

・
寄
付
金
控
除
を
申
告
す
る
場
合
、
寄

付
先
か
ら
の
領
収
書
 

・
住
宅
ロ
ー
ン
2
年
目
の
人
は
、
借
入

金
の
年
末
残
高
等
証
明
書
な
ど
 

・
平
成
２１
年
中
の
介
護
保
険
料
の
領
収

書
 

・
障
害
者
手
帳
な
ど
必
要
な
各
種
証
明

書
 

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、

『
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
』
を

１
月
中
に
郵
送
し
て
い
ま
す
 

■所得税（国税）確定申告の日程および会場 ■市・県民税、確定申告相談の日程および会場 

所
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税
等 

農
業
所
得
が
あ
る
人 

月　　日 

2月16日（火） 

 

3月15日（月） 

※土、日は除く 

大野税務署 
（大野市城町 
　　　　7-28） 

JAテラル越前 
勝山ふれあい 
センター研修会館 
　（滝波町5丁目） 

※消費税申告は3月31日（水）まで受け付けます 

所得税に関するお問い合わせ 

　　大野税務署（166－2134） 

市・県民税に関するお問い合わせ 

　　勝山市役所　税務課（188－8101） 

と　こ　ろ 時　　間 

（午前） 

9：00～正午 

 

（午後） 

1:00 ～4:00

時　　間 

（午前） 

8:50 ～11:30 

 

（午後） 

1:00 ～ 3:30

〜 常
　
設
　
相
　
談 

地 

区 

巡 

回 

相 

談 

月　　日 と　こ　ろ 

【平　日】 

2月16日（火） 

 

3月15日（月） 

 

【休日相談日】 

3月  7日（日） 

教育会館3階 

第１研修室 

（エレベータあり） 

2月24日（水） 

2月25日（木） 

2月26日（金） 

3月 1日（月） 

3月 2日（火） 

3月 3日（水） 

3月 4日（木） 

3月 5日（金） 

3月 8日（月） 

平泉寺公民館 

村岡公民館  

北谷公民館  

野向公民館  

荒土公民館  

北郷公民館  

鹿谷公民館  

遅羽公民館  

猪野瀬公民館 

8:30～11:30 

8:30～15:30 

8:30～11:30 

 

8:30～15:30 
 

 

8:30～11:30

〜 

2月18日（木） 
 

2月23日（火） 
（4日間） 
※土、日は除く 

〜 

申告書に添付するもの 内容確認に必要（確認後返却） 
申
告
に
必
要
な
も
の 

市・県民税の申告が必要です 
※申告先は平成22年1月1日現在お住まいの市町村です 

確定申告が必要 

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ 

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
か
？ 

いいえ はい 

はい いいえ はい 

いいえ はい 

いいえ はい 

いいえ いいえ はい はい 

税
務
課
　
　
　
　
　（
1

８８
‐
8
1
0
1
） 

問 

健
康
長
寿
課（
1

８７
‐
0
8
8
8
）
 

問 

◆国税庁ホームページ 
　　http://www.nta.go.jp 
◆ｅ‐Ｔａｘホームページ 
　　http://www.e-tax.nta.go.jp

イータ君 

平成21年中に収入があった 

勝山市に住む家族の扶養になっている 税務署に確定申告した 

給与収入があった 

給与収入以外の収入があった 

申告不要 

申告不要 
給与および退職所得以外の 
所得が20万円を超える 

いいえ 

勤務先から、1月1日現在
お住まいの市町村へ給与
支払報告書が提出済み 

税
務
課（
1

８８
‐
8
1
0
1
）
 

問 


